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第１章 計画の策定にあたって 

１ 計画策定の背景と趣旨 

近年、我が国では少子化・核家族化の進行、地域のつながりの希薄化、若年層の非正規雇

用の増加、育児とキャリアの両立の難しさなど、労働と子育てをめぐる社会環境は依然と

して厳しい状況にあります。 

中津川市（以下、「本市」という。）は、「子ども・子育て支援法」に基づき、令和２年３

月に「安心、優しさの中で心豊かな親子を育み かがやく未来へ進みつづける中津川」を基

本理念とした『第二期中津川市子ども・子育て支援事業計画』を策定し、さまざまな子育て

支援事業に取り組んでいます。 

一方、国の動向をみると、令和５年４月に、こども施策を総合的に推進することを目的と

した「こども基本法」が施行し、あわせて「こども家庭庁」が発足されました。同年 12月

には「こども大綱」が閣議決定されました。全てのこども・若者が、自立した個人としてひ

としく健やかに成長することができ、将来にわたって幸せな状態（ウェルビーイング）で

生活を送ることができる「こどもまんなか社会」の実現を目指すために、行政を始め、地域

社会全体でこどもたちの成長を支援していくことが求められています。 

また、同年 12月に閣議決定された「こども未来戦略」では、「加速化プラン」として今後

３年間における少子化対策への集中的な取組が位置付けられたほか、全ての子育て家庭に

対して、多様な働き方やライフスタイルにかかわらない形での支援を強化するため、就労

要件を問わず柔軟に利用できる新たな通園給付である「こども誰でも通園制度」が発足し、

令和８年度からの本格的な施行開始に向けて準備が進められています。 

本市では、前計画が令和６年度をもって計画期間を満了することに伴い、社会情勢の変

化や国の法制度の変更、本市の状況や前計画の進捗状況を踏まえるとともに、「こども大綱」

等に基づき、こどもの健やかな育ちと保護者の子育て、こども・若者に対する横断的な支

援を社会全体で支援する環境の整備、近年社会問題化しているこどもの貧困対策、ひとり

親対策についても総合的に推進していくために、新たに「中津川市こども計画（以下、「本

計画」という）」を策定しました。 
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中津川市総合計画 

中津川市総合計画を上位計画とし、関連計画との整合・連携を図り策定します 

２ 計画の位置付けと期間 

（１）計画の位置付け 

本計画は、こども基本法第 10条第２項の規定に基づく「市町村こども計画」です。 

子ども・子育て支援法第 60条で示す基本指針に則して、５年を一期とする教育・保育

及び地域子ども・子育て支援事業の提供体制の確保等を定めた、子ども・子育て支援法第

61条第１項の規定に基づく「市町村子ども・子育て支援事業計画」、こどもの貧困の解消

に向けた対策推進法に基づく「子どもの貧困対策についての計画」、子ども・若者育成支

援推進法第九条第二項に規定する「市町村子ども・若者計画」、次世代育成支援対策推進

法による「市町村行動計画」、母子及び父子並びに寡婦福祉法第 12条の規定に基づく「ひ

とり親家庭自立促進計画」、国の「母子保健計画策定指針」に基づく「母子保健計画」を

含めます。 

なお、本市の最上位計画である「中津川市総合計画」を上位計画とし、分野ごとに策定

された関連する他計画との整合性を図り、効果的かつ効率的な施策の推進および進行管

理に努めます。 

■ こども計画と子育てに関連する計画との関係 
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（2）計画の期間 

本計画の計画期間は令和７年度から令和 11年度までの５年間とします。 

また、計画内容と実態にかい離が生じた場合は、計画の中間年において計画の見直しを

行います。 

■ 計画期間 

Ｒ２ Ｒ３ Ｒ４ Ｒ５ Ｒ６ Ｒ７ Ｒ８ Ｒ９ Ｒ10 Ｒ11 Ｒ12～ 

         

 

 

 

３ 計画策定体制 

（１）子育て、こども若者に関するニーズ調査 

本計画を策定するにあたり、保護者の方の子育て状況、ご要望やご意見、利用ニーズ等の

把握、こども・若者が家庭や学校生活、悩みについてどのように考えているかを把握する

ため、アンケート調査を実施しました。 

※調査結果については 22頁から 56頁に掲載しています 

 

（２）中津川市子ども・子育て会議 

本市の子ども・子育て支援施策については、こども及び子育て家庭の実情を踏まえて実

施することから、保護者代表、有識者、労働団体、子育て支援関係者などで構成する「中津

川市子ども・子育て会議」にて、第二期計画の進捗及び評価、ニーズ調査、こども計画の内

容について協議しました。 

 

 

  

第一期中津川市こども計画（仮称） 

第二期中津川市子ども・子育て 
支援事業計画 

次期計画 
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４ こども大綱について 

（１）こども施策に関する基本的な方針 

こども大綱には、「日本国憲法」、「こども基本法」及び「こどもの権利条約」の精神に

則り、以下の６本の柱を基本的な方針としていることから、本計画においても、こども施

策に関する基本的な方針として位置付けます。 

①こども・若者を権利の主体として認識し、その多様な人格・個性を尊重し、権利を

保障し、こども・若者の今とこれからの最善の利益を図る 

②こどもや若者、子育て当事者の視点を尊重し、その意見を聴き、対話しながら、と

もに進めていく 

③こどもや若者、子育て当事者のライフステージに応じて切れ目なく対応し、十分に

支援する 

④良好な成育環境を確保し、貧困と格差の解消を図り、全てのこども・若者が幸せな

状態で成長できるようにする 

⑤若い世代の生活の基盤の安定を図るとともに、多様な価値観・考え方を大前提とし

て若い世代の視点に立って結婚、子育てに関する希望の形成と実現を阻む隘路（あ

いろ）の打破に取り組む 

⑥施策の総合性を確保するとともに、関係省庁、地方公共団体、民間団体等との連携

を重視する 

 

（２）ライフステージを通したこども施策の推進 

こども大綱では「こどもや若者、子育て当事者のライフステージに応じて切れ目なく対

応し、十分に支援する」ことを方針に掲げていることから、こども・若者に対する支援

が、特定の年齢で途切れることなく、自分らしく社会生活を送ることができるようにな

るまで続くことが重要です。また、子育て当事者に対しても、こどもの誕生前から、乳幼

児期、学童期、思春期、青年期を経て、おとなになるまでを「子育て」と捉え、社会全体

で支えていくことが求められます。 

・こども・若者が権利の主体であるという認識の社会全体での共有等 

・多様な遊びや体験、活躍の機会づくり 

・こどもや若者への切れ目のない保健・医療の提供 

・こどもの貧困対策 

・障害児支援・医療的ケア児等への支援 

・児童虐待防止対策と社会的養護の推進及びヤングケアラーへの支援 

・こども・若者の自殺対策、犯罪などからこども・若者を守る取組 
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５ 計画の対象 

本計画はこども・若者・子育て当事者に関する施策について定めます。本計画で、「こど

も」とは、こども基本法第２条に基づき「心身の発達の過程にある者」とし、必要な支援が

特定の年齢で途切れることなく提供されることを図ります。 

「若者」については、思春期（中学生年代からおおむね 18歳まで）及び青年期（おおむ

ね 18 歳以降からおおむね 30 歳未満。施策によってはポスト青年期の者も対象）の者とし

ます。「こども」と「若者」は重なり合う部分がありますが、青年期の全体が対象に入るこ

とを明確にする場合には、分かりやすく示すという観点から、法令の規定を示す場合を除

き、「若者」の表現を用います。 

■ こども・若者の年代イメージ 

０歳    ６歳    12歳    18歳      30歳     40歳 

 

 

乳幼児期 学童期 思春期 青年期 ポスト青年期 

 

 

 

 

６ ＳＤＧｓとの関連について 

平成 27（2015）年９月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための 2030アジ

ェンダ」において、令和 12（2030）年までに「誰一人取り残さない」持続可能でよりよい

社会の実現を目指す国際社会全体の目標として「持続可能な開発目標（Sustainable 

Development Goals：ＳＤＧｓ）」が掲げられ、17の目標が設定されています。 

本計画においても、ＳＤＧｓのゴールの達成に向け、推進していきます。 

■ ＳＤＧｓ17の国際目標 
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第２章 こども・若者・子育てを取り巻く現状と課題 

１ 中津川市を取り巻く現状 

（１）人口推移と・世帯の状況 

①総人口・年齢３区分別人口の推移 

人口は平成２年を以降年々減少しており令和６年は74,046人となっています。 

年齢３区分別でみると、年少人口（０～14歳）では令和２年では9,446人でしたが、令

和６年では1,307人減の8,139人、生産年齢人口（15～64歳）では令和２年では43,133人

でしたが、令和６年では2,239人減の40,894人となっています。 

また、将来推計をみると、令和11年に向けて人口は減少する見込みとなっています。 

■ 総人⼝・年齢３区分別人⼝の推移・推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和２年～令和６年 住民基本台帳（各年３月 31 日現在） 

令和７年～令和 11 年 コーホート変化率法にて算出 

 

  

9,446 9,132 8,855 8,484 8,139 7,885 7,525 7,238 6,924 6,604 

43,133 42,469 41,661 41,317 40,894 40,029 39,492 38,892 38,359 37,772 

25,286 25,304 25,227 25,103 25,013 25,013 24,861 24,620 24,526 24,184 

77,865 76,905 75,743 74,904 74,046 72,927 71,878 70,750 69,809 68,560 

0

20,000

40,000

60,000

80,000

令和2年 令和3年 令和4年 令和5年 令和6年 令和7年 令和8年 令和9年 令和10年 令和11年

年少人口（０～14歳） 生産年齢人口（15～64歳） 老年人口（65歳以上）

実績 推計 （人） 
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②年齢３区分別人口割合の推移 

年齢３区分別の人口割合の推移をみると、年少人口（０～14歳）の総人口に占める割

合は令和２年では12.1％でしたが、令和６年では1.1ポイント減の11.0％となっており

ます。今後、令和11年度に向けて減少していく傾向にあります。 

■ 年齢３区分別人口割合の推移・推計 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和２年～令和６年 住民基本台帳（各年３月 31 日現在） 

令和７年～令和 11 年 コーホート変化率法より算出 
 

④世帯数の推移 

世帯数及び１世帯当たり人口の推移をみると、世帯数は横ばいに、１世帯あたりの人

員数は微減で推移しています。 

■ 世帯数及び１世帯あたり人員数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：令和５年度中津川市統計書（各年 10月 1 日現在） 
  

12.1 11.9 11.7 11.3 11.0 10.8 10.5 10.2 9.9 9.6 

55.4 55.2 55.0 55.2 55.2 54.9 54.9 55.0 54.9 55.1 

32.5 32.9 33.3 33.5 33.8 34.3 34.6 34.8 35.1 35.3 
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年少人口（０～14歳） 生産年齢人口（15～64歳） 老年人口（65歳以上）

実績 推計 （％） 

30,862 31,165 31,366 31,248 31,511 

2.54 2.50 2.45 2.42 2.38 

0.0

0.5

1.0

1.5

2.0

2.5

3.0

0

10,000

20,000

30,000

40,000

平成31年 令和2年 令和3年 令和4年 令和5年

世帯数 1世帯あたり人員

（世帯） 

 

（人） 

 

水色は

他市参

照 

 



 

13 

64.8

69.0

72.8

35.0

30.8

26.7

0.3

0.2

0.6

0.0

0.0

0.0
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平成22年

n=2,932

平成27年

n=2,766

令和2年

n=2,360

核家族世帯 核家族以外の世帯 非親族を含む世帯 単独世帯

59.7

65.5

69.6

39.8

34

29.9

0.3

0.3

0.6

0.2

0.3

0.0
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平成22年

n=7,456
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n=7,046

令和2年

n=6,281

核家族世帯 核家族以外の世帯 非親族を含む世帯 単独世帯

⑤６歳未満のいる世帯割合の推移 

６歳未満のいる世帯割合の推移をみると、世帯数は減少傾向ですが、核家族世帯の割

合は増加しています。 

■ ６歳未満のいる世帯割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（各年 10 月１日時点） 

 

⑥18歳未満のいる世帯割合の推移 

18歳未満のいる世帯割合の推移をみると、世帯数は減少傾向ですが、核家族世帯の割

合は増加しています。 

■ 18歳未満のいる世帯割合の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（各年 10 月１日時点） 
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⑦ひとり親等世帯の推移 

ひとり親等世帯数の推移をみると、減少しながら推移しています。 

■ ひとり親世帯数の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：子ども家庭課（児童扶養手当認定世帯数） 

（２）０歳から 11歳人口（比率）の推移と推計 

０歳から 11歳の人口推移をみると、令和４年では 6,799人、令和 11年では 1,911人減

の 4,888人となる見込みです。総人口に対する割合でも低下傾向となる見込みです。 

■ 計画期間における年齢別推計人口（比率）の推移・推計 

単位：人 

 
実績値 推計値 

令和４年 令和５年 令和６年 令和７年 令和８年 令和９年 令和 10年 令和 11年 

０歳 418 359 350 349 343 335 328 324 

１歳 426 428 364 377 362 356 348 341 

２歳 492 427 432 371 376 361 355 347 

３歳 539 494 425 425 369 374 359 353 

４歳 556 540 490 423 423 367 372 357 

５歳 551 558 539 491 422 422 366 371 

０歳～５歳 2,982 2,806 2,600 2,436 2,295 2,215 2,128 2,093 

６歳 583 551 556 540 492 423 423 367 

７歳 599 587 545 558 539 491 422 422 

８歳 649 599 585 551 559 540 492 423 

９歳 650 651 595 587 550 558 539 491 

10 歳 630 647 649 596 585 548 556 537 

11 歳 706 626 648 648 595 584 547 555 

６歳～11 歳 3,817 3,661 3,578 3,480 3,320 3,144 2,979 2,795 

合 計 6,799 6,467 6,178 5,916 5,615 5,359 5,107 4,888 

人口比率（％） 9.0 8.6 8.3 8.1 7.8 7.6 7.3 7.1 
  

514 492 479 469 461

0

200

400

600

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

（世帯） 

資料：令和４年～令和６年 住民基本台帳（各年３月 31 日時点） 

令和７年～令和 11 年 コーホート変化率法より算出 
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（３）出生数・出生率※１の推移 

出生数の推移をみると、平成 30年以降減少し、出生率も低下しています。 

出生率を全国、岐阜県と比較すると、平成 30年以降常に下回っています。 

■ 出生数・出生率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：恵那の公衆衛生 2023（各年 10 月１日現在） 

 

（４）合計特殊出生率※２の推移 

合計特殊出生率の推移をみると、平成 30年以降減少しながら推移しています。 

■ 合計特殊出生率の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：恵那の公衆衛生 

※１出生率：人口 1,000 人に対する１年間の出生数（死産を除く）のこと 

※２合計特殊出生率：15 歳から 49 歳までの女性の年齢別出生率の合計で、一人の女性が一生の間に産むと推計 

される平均のこども数を表す 

  

（人） 

 

（人口千対） 

 

水色は他市参照 

 

524 501 
426 424 

366 

6.8 6.6 

5.6 5.6 

4.9 

7.4
7.0

6.8 6.6
6.3

6.9
6.6

6.1 6.0
5.7

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

0

100

200

300

400

500

600

平成30年 令和元年 令和2年 令和3年 令和4年

出生数 出生率（中津川市） 出生率（全国） 出生率（岐阜県）

1.63 1.58 

1.38 

1.33 

1.18 

1.42 

1.36 
1.33 

1.30 
1.25 

1.52 

1.38 

1.34 
1.34 

1.30 

1.1

1.3

1.5

1.7

平成30年 令和元年 令和２年 令和３年 令和４年

中津川市 全国 岐阜県
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（５）女性の就労状況 

①年齢別労働力率※の推移 

女性の年齢別労働力率をみると、結婚・出産期にあたる年代に一旦低下し、育児が落

ち着いた時期に再び上昇する「Ｍ字カーブ」について、平成27年調査と令和２年調査を

比較すると、Ｍ字カーブの底（30～34歳）の割合が上がってきています。 

Ｍ字カーブの底が高くなった要因として、女性の社会進出により、年齢に関わらず女

性の労働率が高まったことが影響していると考えられます。 

■ 女性の年齢別労働力率の推移 （経年比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（各年 10 月１日時点） 

 

※労働力率：就業者数と完全失業者数とを合わせた労働力人口が 15 歳以上の人口に占める割合のこと 

完全失業者とは、働く能力と意思を持ち、しかも本人が現に求職活動をしているにも関わらず、就

業の機会が社会的に与えられていない者を指す 

  

15～

19歳

20～

24歳

25～

29歳

30～

34歳

35～

39歳

40～

44歳

45～

49歳

50～

54歳

55～

59歳

60～

64歳

65～

69歳

70～

74歳

75～

79歳

80～

84歳

85歳

以上

平成22年 12.4 76.9 71.9 67.0 74.2 80.9 83.5 81.9 71.1 51.2 29.3 16.0 8.3 4.7 1.9

平成27年 14.8 78.1 79.3 71.8 80.2 85.5 88.3 85.7 80.1 62.3 42.2 23.8 11.8 5.9 2.9

令和２年 15.7 78.8 84.1 77.0 80.8 86.6 89.3 88.8 83.9 72.0 50.0 32.4 15.7 6.8 2.6

0.0

25.0

50.0

75.0

100.0

（％） 
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②全国、岐阜県、中津川市の年齢別労働力率の比較 

令和２年の結果を全国、岐阜県と比較すると、20～24歳、35～74歳では全国、岐阜県

を上回っています。 

■ 女性の年齢別労働力率の比較 （全国・岐阜県・中津川市） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（令和２年 10月１日時点） 

③未婚、既別の年齢別労働力率の比較 

令和２年の結果を未婚、既婚と比較すると、40代以降から既婚の労働力率が高くなる

傾向にあります。（50～54歳除く） 

■ 女性の年齢別労働力率の比較 （未婚・既婚） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査（各年年 10 月１日時点） 

既婚には「有配偶」「死別」「離別」を含んでいます（厚生労働省より） 

  

（％） 

 

15～

19歳

20～

24歳

25～

29歳

30～

34歳

35～

39歳

40～

44歳

45～

49歳

50～

54歳

55～

59歳

60～

64歳

65～

69歳

70～

74歳

75～

79歳

80～

84歳

85歳

以上

中津川市 15.7 78.8 84.1 77.0 80.8 86.6 89.3 88.8 83.9 72.0 50.0 32.4 15.7 6.8 2.6

岐阜県 16.7 76.3 84.6 76.6 78.9 84.0 85.9 84.1 79.3 66.7 45.5 30.1 16.0 7.7 2.5

国 16.8 74.2 86.6 79.1 78.1 80.8 82.0 80.2 75.3 62.2 41.3 26.9 14.9 7.8 2.9

0.0

25.0

50.0

75.0

100.0

（％） 

 

15～

19歳

20～

24歳

25～

29歳

30～

34歳

35～

39歳

40～

44歳

45～

49歳

50～

54歳

55～

59歳

60～

64歳

65～

69歳

70～

74歳

75～

79歳

80～

84歳

85歳

以上

未婚 R2 15.6 79.5 93.8 88.2 88.2 84.8 86.2 89.9 78.4 65.5 46.2 26.4 10.9 5.4 4.9

既婚 R2 66.7 70.8 68.2 71.7 79.2 86.8 89.6 88.6 84.4 72.2 50.1 32.5 15.8 6.7 2.6

0.0

25.0

50.0

75.0

100.0
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（６）共働き世帯の状況 

18歳未満のこどもがいる世帯の共働きの状況をみると、18歳未満のこどものいる世帯

数は減少していますが、共働き世帯率は増加しています。 

■ 18歳未満のこどものいる世帯のうち、共働き世帯の占める割合 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：国勢調査（令和２年 10月１日時点） 

 

  

4,220 4,446 4,203 

2,260 
1,653 

1,129 

6,480 
6,099 

5,332 65.1
72.9

78.8

0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

0

3,000

6,000

9,000

平成22年度 平成27年度 令和２年度

18歳未満のこどものいる共働き世帯

18歳未満のこどものいる共働きではない世帯

18歳未満のこどものいる共働世帯率

（世帯） 

 

（％） 
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（７）特別な支援を必要とする児童の状況 

①児童発達支援センターの通所人数 

児童発達支援センターの通所人数をみると、令和４年度までは減少傾向でしたが、令

和５年度に微増しており、179人となっています。 

■ 児童発達支援センターの通所人数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：発達支援センター 

 

➁児童発達相談件数 

児童発達相談件数（延べ）をみると、令和２年度以降増減を繰り返しながら推移して

おり、令和５年度では1,079人となっています。 

■ 児童発達相談の延べ件数 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：幼児教育課 

 

  

241 232 
209 

176 179 

0

50

100

150

200

250

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

（人） 

 

1,810 

1,181 1,255 
1,099 1,079 

0

500

1,000

1,500

2,000

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

（人） 
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（８）放課後等デイサービスの利用の状況 

放課後等デイサービスの利用者数をみると、令和２年度以降増加傾向となっており、令

和５年度では 2,428 人となっています。 

■ 放課後等デイサービスの利用者数の推移（延べ人数） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：社会福祉課 

 

（９）児童扶養手当受給者の推移 

児童扶養手当受給者の推移をみると、年度を追うごとに減少しており、令和５年度では

348人となっています。 

■ 児童扶養手当受給者数（各年度末現在） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：子ども家庭課 

※児童扶養手当認定者のうち、所得等により手当が全額支給停止となっている方を除きます 

  

（人） 

 

417 397 377 361 348 

0

100

200

300

400

500

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度

1,457
1,771

2,074
2,225

2,428

0

500

1,000

1,500

2,000

2,500

令和元年度 令和２年度 令和３年度 令和４年度 令和５年度

（人） 
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（10）幼稚園・保育園等の状況 

➀保育園（保育園、認定こども園保育コース、小規模保育事業所）の入所状況等 

保育園等の園児数は、令和元年度では1,639人でしたが、令和６年度では1,354人とな

っており、減少傾向です。なお、本市には平成26年度以降、待機児童はいません。 

■ 市内保育園等の園児数(年齢別)の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：幼児教育課 

 

➁幼稚園等（幼稚園・認定こども園幼稚園コース）の入所状況等 

本市の幼稚園等の園児数は、令和元年度では653人でしたが、令和６年度では500人と

なっており、減少傾向となっています。 

■ 市内幼稚園等の園児数(年齢別)の推移 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
資料：幼児教育課 

 

  

（人） 

 

35 40 40 38 28 28

444 443 466 416 412 407

1160 1123 1086 1071 990 919

1,639 1,606 1,592 1,525 
1,430 

1,354 

0

400

800

1,200

1,600

2,000

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

0歳 1・2歳 3～5歳

（人） 

 

209 188 189 179 188 143

204 205 181 180 187
182

240
204 210 175 197

175

653 
597 580 

534 
572 

500 

0

200

400

600

800

令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度

3歳 4歳 5歳
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２ アンケート調査結果概要 

（１）調査の目的 

こども施策を総合的に推進するためのこども計画（令和７～11 年度）を策定するにあ

たり、保護者の方の子育て状況、ご要望やご意見、利用ニーズ等の把握、こども・若者が

家庭や学校生活、悩みについてどのように考えているかを把握するため、アンケート調

査を実施いたしました。 

 

（２）調査概要 

調査票は調査対象者別に作成しており、各調査の件数及び調査期間、配布・回収方法、

回収数、回答率は、以下のとおりです。 

■ 中津川市こども計画策定に関するアンケート調査 

調査対象者 

①中津川市に居住する就学前児童の保護者 1,000 人（無作為抽出） 

②中津川市に居住する小学生の保護者 1,700 人（無作為抽出） 

③中津川市に居住する小学５年生、中学２年生 1,330 人（悉皆調査） 

④中津川市に居住する若者（15～39 歳） 500 人（無作為抽出） 

⑤中津川市に居住するひとり親 300 人（無作為抽出） 

調査期間 令和６年２月より順次実施 

配布、回収 
方法 

①②④⑤郵送配布、郵送回収またはＷｅｂ回答 

③学校経由配布、学校回収または学校Ｗｅｂ回答 

調査票の 
配布、回収数 

①就学前児童保護者      回収数：488 件 （回収率 48.8％） 

②小学生保護者        回収数：817 件 （回収率 48.1％） 

③小学５年生、中学２年生   回収数：1,074 件（回収率 80.8％） 

④若者            回収数：103 件 （回収率 20.6％） 

⑤ひとり親          回収数：113 件 （回収率 37.7％） 
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43.2 

61.5 

2.0 

5.3 

8.0 

1.0 

43.4 

60.2 

2.0 

6.6 

6.5 

2.6 

0% 25% 50% 75% 100%

日常的に祖父母等の

親族にみてもらえる

緊急時もしくは用事の際には

祖父母等の親族にみてもらえる

日常的に子どもをみてもらえる友人・知人がいる

緊急時もしくは用事の際には

子どもをみてもらえる友人・知人がいる

いずれもいない

無回答

R5調査

n=488

H30調査

n=920

43.1 

51.8 

2.6 

9.8 

9.5 

1.7 

46.9 

52.9 

2.8 

12.3 

6.6 

2.6 

0% 25% 50% 75% 100%

日常的に祖父母等の

親族にみてもらえる

緊急時もしくは用事の際には

祖父母等の親族にみてもらえる

日常的に子どもをみてもらえる友人・知人がいる

緊急時もしくは用事の際には

子どもをみてもらえる友人・知人がいる

いずれもいない

無回答

R5調査

n=817

H30調査

n=2,117

（３）調査結果 

①親族、知人等の協力者の状況について 

子育てに関する親族、知人等協力者の状況は、多くの保護者が日常的、または緊急時、

用事の際に祖父母等の親族に子どもをみてもらえると回答しており、協力を得られる状

況です。 

一方で、協力者が「いずれもいない」と回答した、孤立した子育て環境にいる保護者

は就学前児童保護者では8.0％、小学生保護者では9.5％となっています。 

前回調査（H30年）と比較すると就学前保護者では1.5ポイント、小学生保護者では2.9

ポイント増加しています。 

■ 親族、知人等の協力者の状況（経年比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

就学前保護者 

小学生保護者 



 

24 

74.4

81.8

9.4

4.7

1.8

23.3

7.3

0.4

0.7

9.0

2.4

3.7

0.3

80.4 

80.9 

10.7 

3.8 

1.2 

17.1 

6.0 

0.3 

0.3 

5.5 

1.7 

3.3 

0.2 

0% 25% 50% 75% 100%

祖父母等の親族

友人や知人

近所の人

子育て支援施設

保健所・保健センター

（保健師、看護師）

小学校

放課後児童クラブ

（学童保育）

放課後子ども教室

民生委員・児童委員

かかりつけの医師

市の子育て担当窓口

その他

無回答

R5調査

n=737

H30調査

n=1,865

84.8

74.7

7.8

20.1

3.6

41.2

***

***

0.0

7.4

2.5

2.5

0.0

86.3 

74.7 

9.3 

32.1 

9.9 

***

29.9 

11.8 

0.1 

7.2 

4.6 

2.5 

0.3 

0% 25% 50% 75% 100%

祖父母等の親族

友人や知人

近所の人

子育て支援施設

保健所・保健センター

（保健師、看護師）

保育園、幼稚園、こども園

保育士

幼稚園教諭

民生委員・児童委員

かかりつけの医師

市の子育て担当窓口

その他

無回答

R5調査

n=447

H30調査

n=788

②相談できる相手について 

子育てをする上で気軽に相談できる相手（先）がいると回答した就学前児童保護者、

小学生保護者の相談相手についてみると、いずれも「祖父母等の親族」、「友人や知人」

が上位を占めています。また、就学前児童保護者では「保育園、幼稚園、こども園」の

割合が高くなっています。 

前回調査と比較すると、就学前児童保護者では「子育て支援施設」「保健所・保健セン

ター」の割合が減少し、小学生保護者では「小学校」「かかりつけの医師」の割合が増加

しています。 

■ 気軽に相談できる相手（経年比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「保育園、幼稚園、こども園」について、H30 調査では「保育士」「幼稚園教諭」と選択肢が分かれていたため、 

「***」としています 

  

就学前保護者 小学生保護者 
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29.9 

20.0 

11.7 

14.9 

36.5 

27.5 

2.0 

3.0 

17.2 

31.3 

1.0 

0.7 

1.6 

2.6 

0% 25% 50% 75% 100%

R5調査

n=488

H30調査

n=920

フルタイムで就労しており、

産休、育休、介護休業中ではない

フルタイムで就労しているが、

産休、育休、介護休業中である

パート・アルバイト等で就労しており、

産休、育休、介護休業中ではない

パート・アルバイト等で就労しているが、

産休、育休、介護休業中である

以前は就労していたが、

現在は就労していない

これまで就労したことがない

無回答

41.0 

35.1 

1.3 

1.0 

47.9 

48.4 

0.5 

0.9 

6.6 

10.9 

0.4 

0.8 

2.3 

2.9 

0% 25% 50% 75% 100%

R5調査

n=817

H30調査

n=2,117

フルタイムで就労しており、

産休、育休、介護休業中ではない

フルタイムで就労しているが、

産休、育休、介護休業中である

パート・アルバイト等で就労しており、

産休、育休、介護休業中ではない

パート・アルバイト等で就労しているが、

産休、育休、介護休業中である

以前は就労していたが、

現在は就労していない

これまで就労したことがない

無回答

③母親の就労状況について 

母親の就労状況（産休・育休・介護休業中含む）をみると、就学前児童保護者が80.1％、

小学生保護者が90.7％となり、そのうち産休、育休、介護休業中の方は、就学前児童保

護者が13.7％、小学生保護者が1.8％となっています。 

前回調査と比較すると、就学前児童が14.7ポイント、小学生が5.3ポイント増加して

います。 

■ 母親の就労状況（経年比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

就学前保護者 

小学生保護者 
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75.2 

64.2

24.2 

34.1

0.6 

1.6

0% 25% 50% 75% 100%

R5調査

n=488

H30調査

n=920

利用している 利用していない 無回答

28.3 

10.7 

46.5 

40.2 

6.1 

3.3 

3.1 

1.2 

4.7 

1.2 

1.8 

5.3 

2.0 

3.9 

46.2

20.4

63.9

27.9

7.2

***

7.3

1.7

5.4

1.4

2.5

3.2

1.4

2.2

0% 25% 50% 75% 100%

幼稚園

幼稚園の預かり保育

認可保育園

認定こども園

小規模保育事業所

他市町村の保育園など

（広域入所）

事業所内保育施設

その他認可外の保育施設

ファミリー・サポート・

センター

家庭的保育

自治体の認証・認定保育施設

居宅訪問型保育

その他

無回答

R5年調査

n=488

H30年調査

n=920

21.5 

2.7 

39.5 

31.1 

2.2 

1.6 

1.4 

0.5 

0.0 

0.0 

0.3 

0.0 

1.9 

1.1 

28.4

6.1

62.1

4.2

1.9

***

1.2

0.8

0.2

0.0

0.2

0.0

0.3

0.3

0% 25% 50% 75% 100%

幼稚園

幼稚園の預かり保育

認可保育園

認定こども園

小規模保育事業所

他市町村の保育園など

（広域入所）

事業所内保育施設

その他認可外の保育施設

ファミリー・サポート・

センター

家庭的保育

自治体の認証・認定保育施設

居宅訪問型保育

その他

無回答

R5年調査

n=367

H30年調査

n=591

④平日の定期的な教育・保育事業について 

就学前児童保護者に定期的な教育・保育事業の利用状況をみると、「利用している」が

75.2％となっており、前回調査と比較すると、11.0ポイント増加しています。 

実際に利用中の定期的な教育・保育事業をみると、「認可保育園」（39.5％）が最も高

くなっています。 

前回調査と比較すると、特に「認定こども園」の割合が増加し、「認可保育園」の割合

が減少しています。 

希望する定期的な事業をみると、「認可保育所」（46.5％）が最も高くなっています。 

前回調査と比較すると、特に「認定こども園」の割合が増加し、「幼稚園」「認可保育

園」「幼稚園の預かり保育」の割合が減少しています。 

■ 定期的な教育・保育事業の利用状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 定期的な教育・保育事業の利用状況 ■ 希望する定期的な教育・保育事業 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

※「***」は選択肢がない項目、「家庭的保育」「自治体の認証・認定保育施設」「居宅訪問型保育」は中津川市にない事業です 

就学前保護者 
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76.0 

85.1

22.3 

14.3

1.6 

0.6

0% 25% 50% 75% 100%

就学前児童

n=367

小学生

n=817

あった なかった 無回答

⑤病気やケガで気やケガで通常の事業を利用できなかった場合の対処方法について 

病気やケガで通常の事業が利用できなかったことが、「あった」と回答した方をみる

と、就学前児童では76.0％、小学生では85.1％となっています。 

その際の対処方法をみると、就学前児童、小学生いずれも「母親が休んだ」（就学前児

童84.9％、小学生79.3％）が最も高く、次いで「父親が休んだ」（就学前児童44.4％、小

学生24.9％）、「（同居者を含む）親族・知人に子どもをみてもらった」（就学前児童34.1％、

小学生22.4％）となっています。 

前回調査と比較すると、就学前児童では、「父親が休んだ」が、19.5ポイント、「母親

が休んだ」が13.6ポイント増加しています。小学生では「父親が休んだ」が13.9ポイン

ト、「母親が休んだ」が10.3ポイント、「仕方なく子どもだけで家に居させた」が5.0ポイ

ント増加しています。 

■ 病気やケガで通常の事業が利用できなかったことの有無 

 

 

 

 

 

 

 

■ この１年間の対処方法 （経年比較） 

 

 

  44.4 

84.9 

14.3 

34.1 

5.0 

0.0 

0.0 

1.4 

2.5 

0.4 

24.9 

71.3 

25.1 

38.2 

0.4 

0.0 

0.0 

0.0 

1.6 

0.7 

0% 25% 50% 75% 100%

父親が休んだ

母親が休んだ

父親・母親のうち、

就労していない方が

子どもを看た

（同居者を含む）

親族・知人に子どもを

看てもらった

病児保育所

（くりっこハウス）

を利用した

ベビーシッターを

利用した

ファミリー・サポート・

センターを利用した

仕方なく子どもだけを

家に居させた

その他

無回答

R5調査

n=279

H30調査

n=450

24.9 

79.3 

9.4 

22.4 

4.2 

12.7 

0.9 

4.3 

0.6 

11.0 

69.0 

15.0 

33.6 

4.2 

7.7 

***

3.6 

1.9 

0% 25% 50% 75% 100%

父親が休んだ

母親が休んだ

父親又は母親のうち、

就労していない方が

子どもを看た

（同居者を含む）

親族・知人に子どもを

看てもらった

多少体調不良でも

学校に出した

仕方なく子どもだけで

家に居させた

病児保育所

（くりっこハウス）

を利用した

その他

無回答

R5調査

n=695

H30調査

n=1,373

就学前保護者 小学生保護者 
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72.7 

12.1 

25.7 

1.2 

0.5 

19.3 

0.2 

4.9 

7.6 

79.5 

22.1 

37.8 

3.5 

0.9 

15.2 

0.1 

7.6 

1.9 

0% 25% 50% 75% 100%

自宅

祖父母宅や友人・知人宅

塾や習い事

児童館

放課後子ども教室

放課後児童クラブ（学童保育)

ファミリー・サポート・センター

その他（公民館、公園など）

無回答

R5年調査

n=817

H30年調査

n=2,117

⑥小学生の放課後の過ごし方について 

小学生が放課後に過ごしている場所をみると、「自宅」（72.7％）が最も高く、次いで

「塾や習い事」（25.7％）、「放課後児童クラブ（学童保育）」（19.3％）、「祖父母宅や友人・

知人宅」（12.1％）となっています。 

前回調査と比較すると、「放課後児童クラブ（学童保育）」が4.1ポイント増加しています。 

■ 放課後の過ごし方（経年比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

小学生保護者 
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8.9 

13.9 

28.5 

8.2 

40.5 

16.5 

29.1 

1.3 

0% 25% 50% 75% 100%

朝の利用時間を延長する

夕方の利用時間を延長する

施設や設備を改善する

指導内容を工夫する

利用料金を安くする

その他

特になし

無回答

小学生

n=158

79.5 

9.6 

15.7 

3.6 

6.0 

0% 25% 50% 75% 100%

放課後児童クラブを利用したい

小学（ ）年生まで利用したい

スポーツクラブや学習塾などの習い事をさせたい

子どもに自宅の留守番をしてもらう

その他

無回答

小学生

n=83

4年

13.6%

5年

16.7%

6年

63.6%

無回答

6.1%

小学生

n=66

放課後児童クラブを利用している方に、放課後児童クラブに希望することを聞いてみ

ると、｢利用料金を安くする｣（40.5％）が最も高くなっています。 

現在小学1～３年生の方に、小学４年生以降の放課後の過ごし方について望むことに

ついてみると、｢放課後児童クラブを利用したい｣（79.5％）が最も高く、次いで｢子ども

に自宅の留守番をしてもらう｣（15.7％）となっています。 

放課後児童クラブを何年生まで利用したいかについてみると、「６年生」が６割を超

えています。 

■ 放課後児童クラブに希望すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 小学４年生以降の放課後の過ごし方について望むこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 放課後児童クラブを何年生まで利用したいか 
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32.8 

39.8 

54.3 

42.6 

11.5 

8.6 

1.4 

9.0 

0% 25% 50% 75% 100%

R5年調査

n=488

H30年調査

n=920

働いていなかった 取得した

（取得中である）

取得して

いない

無回答

0.4 

1.2 

11.9 

1.7 

81.4 

82.7 

6.4 

14.3 

0% 25% 50% 75% 100%

R5年調査

n=488

H30年調査

n=920

働いていなかった 取得した

（取得中である）

取得して

いない

無回答

⑦育児休業制度の利用状況について 

就学前児童保護者の育児休業制度の利用状況をみると、「取得した（取得中である）」

母親では54.3％、父親では11.9％となっています。 

前回調査と比較すると、「取得した（取得中である）」母親は11.7ポイント、父親は10.2

ポイント高くなっています。 

■ 育児休業制度の利用状況 （経年比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

就学前 母親 

就学前 父親 
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35.8 

36.0 

***

5.3 

7.3 

28.5 

2.5 

23.2 

14.9 

0.0 

7.8 

0.3 

4.5 

***

9.6 

16.6 

24.8 

28.1 

*** 

4.1 

6.4 

25.2 

2.5 

22.9 

28.8 

0.0 

6.6 

0.3 

3.2 

*** 

4.6 

24.0 

0% 25% 50% 75% 100%

R5年調査

n=397

H30年調査

n=761

10.7 

12.5 

3.6 

14.3 

0.0 

5.4 

0.0 

0.0 

1.8 

28.6 

17.9 

10.7 

3.6 

3.6 

28.6 

1.8 

8.9 

6.3 

2.5 

11.4 

0.0 

5.1 

5.1 

0.0 

2.5 

39.2 

11.4 

6.3 

0.0 

1.3 

22.8 

8.9 

0% 25% 50% 75% 100%

職場に育児休業を

取りにくい雰囲気があった

仕事が忙しかった

（産休後に）仕事に早く復帰したかった

仕事に戻るのが難しそうだった

昇給、昇格などが遅れそうだった

収入減となり、経済的に苦しくなる

保育園などに預けることができた

配偶者が育児休業制度を利用した

配偶者が無職、祖父母等の親族に

みてもらえるなど、制度を利用する

必要がなかった

子育てや家事に専念するため退職した

職場に育児休業の制度がなかった

（就業規則に定めがなかった）

有期雇用のため育児休業の

取得要件を満たさなかった

育児休業を取得できることを

知らなかった

産前産後の休暇（産前６週間、

産後８週間）を取得できることを

知らず、退職した

その他

無回答

R5年調査

n=56

H30年調査

n=79

育児休業を取得していない理由をみると、母親では、「子育てや家事に専念するため

退職した」（28.6％）が最も高く、次いで「職場に育児休業の制度がなかった（就業規則

に定めがなかった）」（17.9％）となっています。父親では、「仕事が忙しかった」（36.0％）

が最も高く、次いで「職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった」（35.8％）となって

います。 

■ 育児休業を取得していない理由 （経年比較） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

就学前児童（母親） 就学前児童（父親） 
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78.1

38.3

67.8

45.5

41.0

34.0

2.3

1.2

59.2

31.0

62.9

30.8

24.8

25.7

3.4

1.5

0% 25% 50% 75% 100%

子どもが友達と遊んだり、

家族ですごせる公園等の施設

子育てに関する事業や相談先

児童手当等の手当や助成制度

子どもが急に病気等になった

際の対処方法

子育て世代が交流できる場所や

イベント情報

子育てをしながら就職を希望

している人への支援等

その他

無回答

就学前児童

n=488

小学生

n=817

⑧情報の入手方法について 

市の子育てに関する情報の入手方法をみると、就学前児童では「保育園・幼稚園・子

ども園」（49.0％）、小学生では「小学校」（51.7％）が最も高くなっています。 

一方、「情報の入手先がわからない」は就学前児童は8.2％、小学生が10.2％となって

います。 

子育てをするうえで必要な情報をみると、就学前児童では「子どもが友達と遊んだり、

家族ですごせる公園等の施設」（78.1％）、小学生ではともに「児童手当等の手当や助成

制度」（62.9％）が最も高くなっています。 

■ 市の子育てに関する情報の入手方法 ■ 子育てをするうえで必要な情報 

 

 

  

19.3

16.2

27.7

32.4

24.8

49.0

0.8

8.2

3.5

0.6

17.0

2.3

35.3

25.7

23.1

51.7

0.7

10.2

2.3

0.5

0% 25% 50% 75% 100%

市役所や市の機関

市の健診

広報紙

ウェブサイト

友人

保育園・幼稚園・こども園

小学校

病院

情報の入手先が分からない

その他

無回答

就学前児童

n=488

小学生

n=817
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⑨⼦育てに関しての悩みについて 

子育てに関して大変なこと、悩んでいること、気になることについてみると、就学前

児童では「仕事と子育ての両立」（50.0％）、小学生では「生活費のやりくり」（44.9％）

が最も高くなっています。 

■ 子育てに関して大変なこと、悩んでいること、気になること 

 

 

 

  

45.3 

37.9 

8.8 

17.6 

26.4 

4.3 

50.0 

27.7 

47.1 

12.9 

7.4 

22.7 

17.4 

3.3 

7.2 

0.4 

30.5 

23.6 

4.9 

11.8 

24.5 

3.9 

38.9 

32.7 

44.9 

27.8 

6.2 

26.7 

14.4 

4.9 

12.1 

0.6 

0% 25% 50% 75% 100%

子どもの病気や発育・発達

食事や栄養に関すること

育児の方法がよくわからないこと

子どもとの接し方に自信が持てない

子どもとの時間が十分にとれないこと

話し相手や相談相手がいないこと

仕事と子育ての両立

子どもの教育に関すること

生活費のやりくり

園での生活に関すること

子育てに関して身近な人の理解

学習塾（習い事）などの費用

保護者自身の健康状態

その他

特にない

無回答

就学前児童

n=488

小学生

n=817
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66.4

47.7

24.0

41.2

19.5

11.3

0.6

62.3

44.8

31.6

41.2

25.3

10.2

0.6

0% 25% 50% 75% 100%

進学のための学費の貯金等

友人関係の構築

職業に就くまでのサポート

社会への適応性

日常生活（家事などの習慣）

特にない

無回答

就学前児童

n=488

小学生

n=817

14.5

19.1

33.6

23.2

60.0

15.0

19.1

4.9

10.9

2.9

0.6

18.8

21.8

33.8

25.2

47.0

12.2

19.7

3.4

8.6

4.7

2.3

0% 25% 50% 75% 100%

児童虐待を「しつけ」と考える

風潮（社会の理解・認識不足）

保護者の子育てに対する

経験や知識の不足

家庭の貧困等に伴う

生活への不満やストレス

家庭内の不和

子育てに関する強いストレス

家庭内や地域からの孤立

保護者自身が子どものころに

虐待を受けていた

子どもの病気や障がい

への理解不足

子どもの発育・発達

への理解不足

その他

無回答

就学前児童

n=488

小学生

n=817

お子さんの将来について不安なことについてみると、就学前児童、小学生いずれも「進

学のための学費の貯金等」（就学前児童66.4％、小学生62.3％）が最も高くなっています。 

一般的に児童虐待が起こる理由についてみると、就学前児童、小学生いずれも「子育て

に関する強いストレス」（就学前児童60.0％、小学生47.0％）が最も高くなっています。 

■ お子さんの将来について不安なこと 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 一般的に児童虐待が起こる理由 
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6.4 

10.2 

5.3 

5.7 

4.1 

5.9 

3.7 

4.3 

4.7 

4.3 

5.7 

5.1 

6.6 

7.2 

5.3 

4.7 

3.9 

4.7 

7.2 

19.3 

9.4 

9.6 

5.9 

6.4 

3.9 

5.9 

5.1 

4.9 

5.3 

6.1 

5.1 

7.0 

8.4 

4.1 

2.9 

3.7 

23.8 

35.5 

29.9 

33.2 

13.1 

27.0 

10.0 

14.8 

13.9 

18.6 

28.5 

20.9 

17.8 

38.5 

33.4 

16.2 

14.1 

16.8 

31.6 

18.6 

28.7 

30.5 

19.3 

31.4 

22.7 

19.5 

21.5 

23.2 

24.6 

19.9 

19.3 

20.7 

24.8 

21.3 

20.5 

24.6 

30.3 

15.6 

25.6 

19.3 

56.4 

28.7 

59.0 

54.9 

54.1 

48.4 

35.0 

47.1 

50.4 

25.6 

27.3 

53.1 

57.6 

49.2 

0.8 

0.8 

1.0 

1.6 

1.2 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

0.6 

0.8 

0.8 

0.8 

1.0 

0.8 

0.6 

1.0 

1.0 

0% 25% 50% 75% 100%

子育てに関する相談、

情報提供、交流の場の充実

親同士や高齢者との

世代間交流の場の充実

健診や訪問などの充実

食に関する指導や

情報提供の充実

子どもの医療機関の充実

子どもが、家族の絆の大切さを

学ぶことができる場の充実

園や学校教育環境の充実

放課後等の子どもの

居場所の充実

児童虐待やいじめ等の

対策の充実

障がいがある子どもへの

施策の充実

ひとり親家庭に対する

支援の充実

保育園、幼稚園のか所数や

内容の充実

仕事と子育ての両立について

事業主や職場に対する啓発

産業振興による若者定住促進

地域の文化活動を生かした

子育て支援

親子トイレ、授乳コーナー等、

子どもにやさしい環境整備の充実

犯罪や交通事故から子どもを

守る取り組みの充実

命の大切さ、性や薬物等に関する

知識の習得機会の充実

期待しない あまり期待しない どちらともいえない

やや期待する 期待する 無回答

⑩子育て支援策に期待することについて 

子育て支援策に期待することについてみると、就学前児童では、「園や学校教育環境

の充実」、「犯罪や交通事故から子どもを守る取り組みの充実」、「子どもの医療機関の充

実」、「放課後等の子どもの居場所の充実」、「児童虐待やいじめ等の対策の充実」、「親子

トイレ、授乳コーナー等、子どもにやさしい環境整備の充実」などが高い割合となって

います。 

■ 中津川市の子育て支援策に期待すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

就学前児童 n=488 
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4.5 

8.9 

5.1 

5.8 

2.3 

3.7 

2.2 

3.8 

2.9 

2.9 

4.2 

4.4 

4.2 

5.1 

5.6 

3.8 

2.1 

2.3 

9.2 

15.3 

9.5 

10.0 

5.1 

6.1 

4.0 

5.8 

5.4 

3.9 

4.7 

6.6 

6.1 

5.8 

6.7 

5.4 

2.8 

3.3 

34.1 

42.7 

41.5 

44.9 

15.1 

33.7 

17.5 

26.3 

20.1 

25.9 

39.0 

38.2 

24.8 

40.9 

40.0 

29.7 

19.0 

22.0 

28.3 

21.1 

25.0 

24.0 

25.5 

30.0 

26.8 

23.4 

24.2 

23.0 

22.6 

21.2 

22.9 

23.4 

25.6 

29.0 

25.0 

25.7 

21.8 

9.8 

16.8 

13.0 

49.6 

24.2 

47.0 

38.6 

45.3 

42.0 

27.3 

27.4 

39.8 

22.4 

19.7 

29.7 

49.1 

43.9 

2.1 

2.2 

2.1 

2.3 

2.4 

2.3 

2.4 

2.2 

2.1 

2.2 

2.2 

2.2 

2.2 

2.4 

2.3 

2.3 

2.1 

2.7 

0% 25% 50% 75% 100%

子育てに関する相談、

情報提供、交流の場の充実

親同士や高齢者との

世代間交流の場の充実

健診や訪問などの充実

食に関する指導や

情報提供の充実

子どもの医療機関の充実

子どもが、家族の絆の大切さを

学ぶことができる場の充実

園や学校教育環境の充実

放課後等の子どもの

居場所の充実

児童虐待やいじめ等の

対策の充実

障がいがある子どもへの

施策の充実

ひとり親家庭に対する

支援の充実

保育園、幼稚園のか所数や

内容の充実

仕事と子育ての両立について

事業主や職場に対する啓発

産業振興による若者定住促進

地域の文化活動を生かした

子育て支援

親子トイレ、授乳コーナー等、

子どもにやさしい環境整備の充実

犯罪や交通事故から子どもを

守る取り組みの充実

命の大切さ、性や薬物等に関する

知識の習得機会の充実

期待しない あまり期待しない どちらともいえない

やや期待する 期待する 無回答

小学生では、「子どもの医療機関の充実」、「犯罪や交通事故から子どもを守る取り組

みの充実」、「園や学校教育環境の充実」、「児童虐待やいじめ等の対策の充実」、「命の大

切さ、性や薬物等に関する知識の習得機会の充実」などが高い割合となっています。 

■ 中津川市の子育て支援策に期待すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

小学生 n=817 
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満足して

いない

10.7%

あまり満足

していない

24.2%

ふつう

44.3%

やや満足

している

16.4%

満足して

いる

4.3%

無回答

0.2%

R5調査

n=488

低い

6.1%

やや低い

21.7%

ふつう

41.4%

やや高い

24.1%

高い

1.6%

無回答

5.0%

H30調査

n=920

満足して

いない

10.9%

あまり満足

していない

23.5%

ふつう

44.4%

やや満足

している

15.4%

満足して

いる

3.9%

無回答

1.8%

R5調査

n=817

低い

6.3%

やや低い

21.9%

ふつう

53.1%

やや高い

13.2%

高い

1.5%

無回答

4.0%

H30調査

n=2,117

満足して

いない

18.6%

あまり満足

していない

31.9%

ふつう

38.1%

やや満足

している

10.6%

満足して

いる

0.0%

無回答

0.9%

ひとり親

n=113

本市における子育ての環境や支援に対する満足度「満足している」＋「やや満足して

いる」＋「ふつう」）は、就学前児童保護者が65.0％、小学生保護者が63.7％となってお

り、前回調査と比較すると、就学前児童保護者、小学生保護者いずれも満足度が低い（「満

足していない」+「あまり満足していない」）の割合が増加しています。 

ひとり親世帯における満足度「満足している」＋「やや満足している」＋「ふつう」）

は、48.7％となっており、不満（「満足していない」+「あまり満足していない」）の割合

が上回っています。 

■ 中津川市における子育ての環境や支援に対する満足度 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

就学前保護者 

小学生保護者 
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楽しく

ない

2.7%
あまり

楽しくない

9.0%

ふつう

56.8%

やや

楽しい

18.9%

楽しい

12.3%

無回答

0.4%

就学前児童

n=488

楽しく

ない

4.0%
あまり

楽しくない

11.6%

ふつう

60.3%

やや

楽しい

11.5%

楽しい

10.5%

無回答

2.0%

小学生

n=817

楽しく

ない

9.7%

あまり

楽しくない

8.8%

ふつう

58.4%

やや

楽し…

楽しい

8.8%

無回答

3.5%

ひとり親

n=113

子育てが楽しいと感じる度合いが高いと感じる保護者（「楽しい」＋「やや楽しい」）

をみると、就学前児童では31.2％、小学生では22.0％となっています。 

一方、楽しくないと感じる保護者（「楽しくない」＋「あまり楽しくない」）をみると、

就学前児童では11.7％、小学生では15.6％となっています。 

ひとり親の子育てが楽しいと感じる度合いが高いと感じる割合（「楽しい」＋「やや楽

しい」）をみると、19.4％となっています。一方、楽しくないと感じる割合（「楽しくな

い」＋「あまり楽しくない」）をみると、18.5％となっています。 

■ 中津川市において子育てが楽しいと感じる度合い 
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所得層Ⅰ

4.9%

所得層Ⅱ

90.4%

無回答

4.7%

就学前児童

n=488

所得層Ⅰ

6.6%
所得層Ⅱ

90.5%

無回答

2.9%

小学生

n=817

所得層Ⅰ

38.9%所得層Ⅱ

61.1%

無回答

0.0%

ひとり親

n=113

⑪家庭の状況について 

世帯の収入についてみると、貧困層に該当する「所得層Ⅰ」の世帯割合は、就学前児

童保護者が4.9％、小学生保護者が6.6％、ひとり親が38.9％となっています。 

■ 世帯の収入 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

● 低所得層（所得層Ⅰ）の算出について 

アンケート内にある世帯収入の設問の選択肢における中間値を置換し、世帯人数の

平方根で除した「等価世帯収入」を算出しました。等価世帯収入について、有効回答者

全体の中央値の半分である133万円未満の世帯を貧困層とし、全体に占める貧困の割合

を算出しました。 

基準値133万を下回る世帯を「所得層Ⅰ」、上回る世帯を「所得層Ⅱ」としています。 
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67.4 31.8 0.7 

0% 25% 50% 75% 100%

こども

n=1,074

ある ない 無回答

8.5 59.1 9.1 20.2 

2.3 

0.9 

0% 25% 50% 75% 100%

こども

n=342

ゆめがかなうことはむずかしいと思うから 何も思いうかばないから

その他 わからない

答えたくない 無回答

22.3 45.6 24.3 7.8 0.0 

0% 25% 50% 75% 100%

若者

n=103

希望がある どちらかといえば希望がある どちらかといえば希望がない 希望がない 無回答

⑬小中学生、若者の将来の夢について 

小中学生に将来の夢について聞いたところ、「ある」は67.4％、「ない」は31.8％とな

っています。 

夢がない理由についてみると、「何も思いうかばないから」（59.1％）が最も高く、次

いで「わからない」（20.2％）となっています。 

■ 将来の夢があるか 

 

 

 

 

 

 

 

■ 夢がない理由 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

若者（15～39歳）に自分の将来について明るい希望を持っているかを聞いたところ、

「どちらかといえば希望がある」（45.6％）が最も高く、次いで「どちらかといえば希望

がない」（24.3％）、「希望がある」（22.3％）となっています。 

■ 自分の将来について明るい希望を持っていますか 
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18.1 

45.7 

68.0 

34.8 

33.4 

68.5 

30.1 

31.8 

22.9 

31.3 

30.4 

21.2 

24.1 

11.7 

4.7 

17.2 

18.5 

4.4 

27.0 

10.1 

3.7 

15.8 

16.8 

5.1 

0.7 

0.7 

0.7 

0.8 

0.9 

0.7 

0% 25% 50% 75% 100%

世界で活躍している

多くの人の役に立っている

幸せになっている

結婚している

子どもを育てている

仲間となかよくくらしている

そう思う どちらかといえばそう思う

どちらかといえばそう思わない そう思わない

無回答

⑭小中学生、若者の将来のすがたについて 

小中学生に大人になったとき、どのようになっているか聞いたところ、「そう思う」と

「どちらかといえばそう思う」を合わせると“幸せになっている”が90.9％で最も高く、

次いで“ “仲間と仲良く暮らしている”が89.7％となっています。 

■ 大人になったとき、どのようになっているか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

こども n=1,074 
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0.0 

17.5 

3.9 

11.7 

0.0 

26.2 

46.6 

38.8 

40.8 

13.6 

31.1 

26.2 

38.8 

7.8 

30.1 

6.8 

33.0 

42.7 

37.9 

24.3 

34.0 

39.8 

42.7 

29.1 

22.3 

34.0 

26.2 

22.3 

9.7 

16.5 

18.4 

28.2 

13.6 

30.1 

13.6 

66.0 

24.3 

67.0 

18.4 

1.0 

6.8 

15.5 

24.3 

14.6 

1.0 

1.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

1.0 

0.0 

1.0 

0% 25% 50% 75% 100%

お金持ちになっている

自由にのんびり暮らしている

世界で活躍している

多くの人の役に立っている

有名になっている

子供を育てている

親を大切にしている

幸せになっている

結婚している

出世している

仲間と仲良く暮らしている

そう思う どちらかといえばそう思う

どちらかといえばそう思わない そう思わない

無回答

若者に20年後のすがたについて聞いたところ、「そう思う」と「どちらかといえばそう

思う」を合わせると“親を大切にしている”（89.3％）が最も高く、次いで“幸せになっ

ている”（76.7％）、“仲間と仲良く暮らしている”（70.9％）となっています。 

■ 20年後のすがた 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

若者 n=103 
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14.2 

29.4 

22.3 

5.2 

3.0 

4.6 

3.7 

1.0 

4.5 

2.1 

1.9 

48.5 

3.4 

0% 25% 50% 75% 100%

友だちとの関係のこと

勉強のこと

進路のこと

部活動のこと

家庭の経済状況の事

自分と家族との関係のこと

家庭内の人間関係のこと

（両親の仲が良くないなど）

病気や障がいのある家族がいること

自分のために使える時間が少ないこと

いじめのこと

その他

とくにない

答えたくない

こども

n=650

⑮小中学生、若者が悩んだり困った時の相談先について 

小中学生が現在悩んだりや困っていることについてみると、「とくにない」（48.5％）

が最も高く、次いで「勉強のこと」（29.4％）、「進路のこと」（22.3％）となっています。 

■ 現在、なやんだりこまっていること 
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62.5 

25.5 

20.0 

9.2 

56.2 

9.8 

14.1 

13.0 

5.3 

11.4 

33.0 

4.5 

8.8 

5.7 

1.6 

1.8 

5.7 

1.6 

0.4 

1.4 

3.7 

7.5 

3.1 

1.8 

0% 25% 50% 75% 100%

親

きょうだい

おばあさん・おじいさん

おじ、おばなどの親せき

学校の友だち

塾や習いごとの友だち

その他の友だち

いとこ

学園の先生

保健室の先生

担任の先生やほかのクラスの先生

クラブ活動の先生

スクールカウンセラー

塾や習いごとの先生

学童保育の先生

（放課後児童クラブ、放課後子ども教室など）

子ども専用の電話相談

インターネットのサイトなどを通じて知り合った

直接会ったことのない人

近所の人

地域の支援団体

（学習支援の場や子ども食堂など）

その他の人

だれにも相談できない

だれにも相談したくない

答えたくない

無回答

こども

n=491

悩んだり、困っていることがある時誰に相談するかについてみると、「親」（62.5％）

が最も高く、次いで「学校の友だち」（56.2％）、「担任の先生やほかのクラスの先生」

（33.0％）、「きょうだい」（25.5％）となっています。 

一方、「だれにも相談できない」が3.7％、「だれにも相談したくない」が7.5％となっ

ています。 

■ なやんだり、こまったりしているときに相談する相手 
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52.4 

37.9 

16.5 

21.4 

11.7 

22.3 

18.4 

9.7 

1.9 

26.2 

17.5 

8.7 

9.7 

25.2 

0.0 

6.8 

1.0 

0% 25% 50% 75% 100%

相手が同じ悩みを持っている、持っていたことがある

相手が同世代である

相手が同性である

匿名で（自分が誰かを知られずに）相談できる

電話で相談できる

ＳＮＳやメールなどで相談できる

曜日・時間帯を気にせずに相談できる

相談できる場所が自宅から近い

相手が自宅に来てくれる

無料で相談できる

相手先が公的な支援機関である

相手先が民間の支援団体（NPOなど）である

相手が医師である

相手がカウンセラーなど心理学の専門家である

その他

誰にも相談したくない

無回答

若者

n=103

若者が社会生活や日常生活を円滑に送れない状態となったときの家族や知り合い以外

の相談先についてみると、「相手が同じ悩みを持っている、持っていたことがある」（52.4％）

が最も高く、次いで「相手が同世代である」（37.9％）、「無料で相談できる」（26.2％）、

「相手がカウンセラーなど心理学の専門家である」（25.2％）となっています。 

■ 社会生活や日常生活を円滑に送れない状態となったときの家族や知り合い以外の相談先 
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70.1 

70.9 

31.8 

39.3 

34.4 

14.0 

19.1 

39.9 

31.7 

33.1 

2.5 

4.5 

14.2 

11.0 

10.1 

2.2 

2.8 

8.8 

6.4 

9.1 

10.1 

2.0 

4.1 

10.6 

12.2 

1.1 

0.7 

1.3 

1.0 

1.0 

0% 25% 50% 75% 100%

自分の部屋

家庭

学校

地域

インターネット空間

そう思う どちらかといえばそう思う

どちらかといえばそう思わない そう思わない

あてはまるものはない、わからない 無回答

64.7 

68.6 

36.7 

29.1 

35.1 

16.5 

23.9 

36.6 

33.9 

30.3 

3.0 

3.5 

13.6 

16.1 

11.6 

3.1 

1.8 

9.1 

9.5 

10.7 

12.0 

1.6 

3.0 

10.5 

11.9 

0.7 

0.5 

1.0 

0.9 

0.5 

0% 25% 50% 75% 100%

自分の部屋

家庭

学校

地域

インターネット空間

そう思う どちらかといえばそう思う

どちらかといえばそう思わない そう思わない

あてはまるものがない、わからない 無回答

⑯小中学生、若者の居場所について 

あなたにとっての居場所（ほっとできる場所、居心地のよい場所など）についてみる

と、小・中学生、若者いずれも自分の部屋、家庭については居場所となっている（「そう

思う」＋「どちらかといえばそう思う」）は８割以上となっています。また、「インター

ネット空間」ついては、そう思う（「そう思う」＋「どちらかといえばそう思う」）は小・

中学生では約７割、若者では約６割となっています。 

■ 居場所になっているか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 【参考】 居場所になっているか（国調査結果） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

出典：令和４年 政府統計「こども・若者の意識と生活に関する調査」 
  

こども n=1,074 

10～14 歳 n=1,520 
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73.8 

54.4 

16.5 

14.6 

15.5 

25.2 

14.6 

36.9 

33.0 

35.9 

33.0 

31.1 

4.9 

4.9 

14.6 

19.4 

25.2 

16.5 

1.9 

2.9 

16.5 

12.6 

13.6 

13.6 

4.9 

1.0 

19.4 

17.5 

12.6 

13.6 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0.0 

0% 25% 50% 75% 100%

自分の部屋

家庭

学校

職場

地域

インターネット空間

そう思う どちらかといえばそう思う

どちらかといえばそう思わない そう思わない

あてはまるものはない/わからない 無回答

64.8 

54.0 

14.7 

9.9 

13.7 

21.1 

19.5 

33.0 

30.1 

31.1 

36.9 

35.5 

3.2 

6.4 

19.8 

21.4 

18.7 

16.5 

2.4 

4.5 

23.4 

19.4 

15.7 

15.7 

9.7 

1.7 

10.9 

16.1 

14.1 

10.4 

0.5 

0.5 

1.1 

2.1 

0.9 

0.8 

0% 25% 50% 75% 100%

自分の部屋

家庭

（実家や親族の家を含む）

学校

（卒業した学校を含む）

職場

（過去の職場を含む）

地域

インターネット空間

そう思う どちらかといえばそう思う

どちらかといえばそう思わない そう思わない

あてはまるものがない、わからない 無回答

■ それぞれの居場所は居心地がよいと思いますか 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

■ 【参考】 居場所になっているか（国調査結果） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
出典：令和４年 政府統計「こども・若者の意識と生活に関する調査」  

若者 n=103 

15～39 歳 n=7,035 
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13.6 47.6 18.4 

1.9 

18.4 0.0 

0% 25% 50% 75% 100%

若者

n=103

住み続けたい できれば住み続けたい できれば離れたい 離れたい わからない 無回答

31.1 45.6 11.7 

2.9 

8.7 0.0 

0% 25% 50% 75% 100%

若者

n=103

好き まあ好き あまり好きではない 好きではない わからない 無回答

⑰中津川市について 

若者に中津川市は好きかと聞いたところ、「まあ好き」（45.6％）が最も高く、次いで

「好き」（31.1％）、「あまり好きではない」（11.7％）となっています。 

中津川市に住み続けたいと思うか聞いたところ、「できれば住み続けたい」（47.6％）

が最も高く、次いで「できれば離れたい」（18.4％）、「わからない」（18.4％）となって

います。 

■ 中津川市は好きですか 

 

 

 

 

 

 

■ 中津川市に住み続けたいと思いますか 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

49 

42.5 33.6 23.0 

0.9 0.0 

0.0 

0% 25% 50% 75% 100%

ひとり親

n=113

大変苦しい やや苦しい 普通 ややゆとりがある ゆとりがある 無回答

➀73.5 

➁2.7 

③19.5 

④0.9 
⑤2.7 

⑥0.0 

⑦0.9 

0% 25% 50% 75% 100%

ひとり親

n=113

①フルタイムで就労しており、

産休、育休、介護休業中ではない

➁フルタイムで就労しているが、

産休、育休、介護休業中である

③パート・アルバイト等で就労しており、

産休、育休、介護休業中ではない

④パート・アルバイト等で就労しているが、

産休、育休、介護休業中である

⑤以前は就労していたが、

現在は就労していない

⑥これまで就労したことがない

⑦無回答

⑱ひとり親について 

ひとり親の現在の暮らしの状況についてみると、「苦しい」（「大変苦しい」+「やや苦

しい」）は76.1％となっています。 

就労状況は、「フルタイムで就労しており、産休・育休・介護休業中ではない」が73.5％、

「パート・アルバイト等（「フルタイム」以外）で就労しており、産休・育休・介護休業

中ではない」が19.6％となっています。 

■ 現在の暮らしの状況（経済面） 

 

 

 

 

 

 

 

■ 就労状況（自営業、家族従事者を含む） 
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34.5 

33.6 

21.2 

31.0 

19.5 

12.4 

28.3 

29.2 

32.7 

63.7 

10.6 

7.1 

0% 25% 50% 75% 100%

職業紹介の充実

技術・資格取得の支援

職業訓練の機会の充実

訓練受講時の経済的援助

就職支援策に関する情報提供の充実

家事育児支援のホームヘルパー等の派遣

延長・夜間・休日保育の充実

放課後児童クラブ（学童保育）の充実

病児・病後児保育の充実

ひとり親世帯に対する雇用主の理解

その他

無回答

ひとり親

n=113

28.3

17.7

80.5

26.5

18.6

23.9

0.9

3.5

0% 25% 50% 75% 100%

子どもが友達と遊んだり、

家族ですごせる公園等の施設

子育てに関する事業や相談先

児童手当等の手当や助成制度

子どもが急に病気等に

なった際の対処方法

子育て世代が交流できる

場所やイベント情報

子育てをしながら就職を

希望している人への支援等

その他

無回答

ひとり親

n=113

ひとり親等世帯のよりよい就職や仕事の問題解決のために求める支援策をみると、

「ひとり親世帯に対する雇用主の理解」（63.7％）が最も高く、次いで「職業紹介の充実」

（34.5％）、「技術・資格取得の支援」（33.6％）、「訓練受講時の経済的援助」（31.0％）

となっています。 

■ ひとり親等世帯のよりよい就職や仕事の問題解決のために求める支援策 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

市の子育てに関する情報の入手方法をみると、「広報紙」、「ウェブサイト」（各27.4％）

が最も高くなっています。一方、「情報の入手先が分からない」が20.4%となっています。 

子育てをするうえで必要な情報をみると、「児童手当等の手当や助成制度」（80.5％）

が最も高くなっています。 

■ 市の子育てに関する情報の入手方法 ■ 子育てをするうえで必要な情報 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

10.6

2.7

27.4

27.4

15.0

7.1

26.5

1.8

20.4

3.5

2.7

0% 25% 50% 75% 100%

市役所や市の機関

市の健診

広報紙

ウェブサイト

友人

保育園・幼稚園・こども園

小学校・中学校

病院

情報の入手先が分からない

その他

無回答

ひとり親

n=113
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8.8 

12.4 

8.0 

8.0 

8.8 

5.3 

6.2 

4.4 

6.2 

5.3 

9.7 

4.4 

7.1 

8.0 

6.2 

3.5 

2.7 

5.3 

12.4 

15.9 

12.4 

12.4 

5.3 

12.4 

9.7 

8.8 

3.5 

5.3 

7.1 

10.6 

8.8 

8.8 

13.3 

6.2 

6.2 

8.0 

40.7 

41.6 

45.1 

44.2 

22.1 

35.4 

21.2 

27.4 

31.9 

27.4 

11.5 

35.4 

28.3 

46.9 

38.9 

34.5 

25.7 

31.0 

23.0 

13.3 

18.6 

17.7 

30.1 

24.8 

29.2 

25.7 

27.4 

25.7 

20.4 

27.4 

20.4 

14.2 

22.1 

30.1 

27.4 

23.9 

11.5 

13.3 

12.4 

12.4 

30.1 

18.6 

30.1 

30.1 

28.3 

32.7 

48.7 

18.6 

32.7 

18.6 

15.0 

22.1 

34.5 

30.1 

3.5 

3.5 

3.5 

5.3 

3.5 

3.5 

3.5 

3.5 

2.7 

3.5 

2.7 

3.5 

2.7 

3.5 

4.4 

3.5 

3.5 

1.8 

0% 25% 50% 75% 100%

子育てに関する相談、

情報提供、交流の場の充実

親同士や高齢者との

世代間交流の場の充実

健診や訪問などの充実

食に関する指導や

情報提供の充実

子どもの医療機関の充実

子どもが、家族の絆の大切さを

学ぶことができる場の充実

園や学校教育環境の充実

放課後等の子どもの

居場所の充実

児童虐待やいじめ等の

対策の充実

障がいがある子どもへの

施策の充実

ひとり親家庭に対する

支援の充実

保育園、幼稚園のか所数や

内容の充実

仕事と子育ての両立について

事業主や職場に対する啓発

産業振興による若者定住促進

地域の文化活動を生かした

子育て支援

親子トイレ、授乳コーナー等、

子どもにやさしい環境整備の充実

犯罪や交通事故から子どもを

守る取り組みの充実

命の大切さ、性や薬物等に関する

知識の習得機会の充実

期待しない あまり期待しない どちらともいえない やや期待する 期待する 無回答

本市の子育て支援策に期待することについてみると、「ひとり親家庭に対する支援の

充実」がおよそ５割となっています。 

■ 中津川市の子育て支援策に期待すること 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ひとり親 n=113 
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３ 調査結果からみた課題等 

 

 

 

子育てに関する親族、知人等協力者の状況は、多くの就学前児童、小学生の保護者が日

常的、または緊急時、用事の際に祖父母等の親族に子どもをみてもらえると回答してお

り、協力を得られる状況です。 

一方で、協力者が「いずれもいない」と回答した、孤立した子育て環境にいる保護者は

就学前児童で 8.0％、小学生で 9.5％となっており、前回調査と比較すると就学前児童 1.5

ポイント、小学生では 2.9ポイント増加しています。 

子育てをする上で気軽に相談できる人（場所）の有無については、就学前児童では「い

る/ある」が 91.6％、「いない/ない」が 6.1％となっています。前回調査と比較すると、

「いる/ある」が 5.9ポイント、「いない/ない」が 1.6ポイント増加しています。 

気軽に相談できる人（場所）については、「祖父母等の親族」、「友人や知人」が上位を

占め、その多くは身近な人達となっています。前回調査と比較すると、大きな変化があり

ません。 

以上の結果から、前回調査時よりも孤立割合が若干高くなっていることが分かりまし

た。孤立した子育て環境にいる保護者に対してどのような子育て支援が必要とされ、有

効であるかの把握が課題となっています。身近な人に相談することが多くなっているこ

とから、全ての妊産婦、子育て世帯、こどもに対して一体的に行う相談支援体制や関係機

関による連携体制の強化を進めることが必要です。 

 

 

 

母親の就労状況（産休・育休・介護休業中含む）をみると、就学前児童保護者が 80.1％、

小学生保護者が 90.7％となり、そのうち産休、育休、介護休業中の方は、就学前児童保

護者が 13.7％、小学生保護者が 1.8％となっています。 

就労状況を前回調査と比較すると、就学前児童保護者では 14.7ポイント、小学生保護

者では 5.3ポイント増加しています。 

働く母親がさらに増加していることから、定期的な教育、保育事業について就労実態に

即した事業体制を整える必要があります。 

 

  

子育て世帯の孤立割合の増加 一体的な相談支援体制や関係機関による 

連携体制の強化が必要 

 

就労実態に即した事業体制づくりが求められている 
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病気やケガで通常の事業を利用できなかった場合の対処方法は、就学前児童保護者、小

学生保護者いずれも「母親が休んだ」（就学前児童 84.9％、小学生 79.3％）が最も高く、

次いで「父親が休んだ」（就学前児童 44.4％、小学生 24.9％）、「（同居者を含む）親族・

知人に子どもをみてもらった」（就学前児童 34.1％、小学生 22.4％）となっています。 

前回調査と比較すると、「父親が休んだ」が就学前児童保護者では 19.5ポイント、小学

生保護者では 13.9 ポイント、「母親が休んだ」が就学前児童保護者では 13.6 ポイント、

小学生保護者では 10.3 ポイント、「仕方なく子どもだけで家に居させた」が就学前保護

者では 1.4ポイント、小学生保護者では 5.0ポイントそれぞれ高くなっています。 

以上の結果から、病気やケガをした子どもをみるのは母親の役目であるという役割意

識の定着が依然としてうかがわれますが、前回調査と比較すると父親が休んだ割合が大

幅に増加していることから、父親が休暇を取得しやすい職場環境や地域社会づくりが

徐々に始まっていると推察されます。さらに父親の育児参加の促進やワーク・ライフ・バ

ランスの取組など、社会全体で父親の育児参加を促すための対策を進めていく必要があ

ります。 

 

 

小学生が放課後に過ごしている場所をみると、「自宅」（72.7％）が最も高く、次いで「塾

や習い事」（25.7％）、「放課後児童クラブ（学童保育）」（19.3％）、「祖父母宅や友人・知

人宅」（12.1％）となっています。前回調査と比較すると、「放課後児童クラブ（学童保

育）」が 4.1ポイント増加しています。 

また、放課後児童クラブを利用している方に、放課後児童クラブに希望することを聞い

てみると、｢利用料金を安くする｣（40.5％）が最も高く、次いで「施設や設備を改善する」

（28.5％）となっています。 

現在小学 1～３年生の方に、小学４年生以降の放課後の過ごし方について望むことにつ

いてみると、｢放課後児童クラブを利用したい｣（79.5％）が最も高く、放課後児童クラブ

を何年生まで利用したいかについてみると、「６年生」が 63.6％となっています。 

前回調査よりも放課後児童クラブ（学童保育）のニーズが高くなっている結果となりま

した。また、６年生まで預けたいと考えている保護者が半数以上いることも分かりまし

た。子どもの放課後の安全な過ごし方として一定の役割を担っている放課後児童クラブ

については、今後も子どもの成長に繋がる事業として、保護者のニーズを反映していく

とともに、よりよい事業内容への改善や環境、運営の整備について協議していく必要が

あります。 

 

  

父親が休暇を取得しやすい職場環境や地域社会づくりが整い始めている 

小学生の放課後児童クラブ（学童保育）のニーズが高まっている 
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就学前児童保護者の育児休業の取得率をみると、母親が 54.3％、父親が 11.9％となり、

前回調査と比較すると、母親は 11.7ポイント、父親は 10.2ポイント増加しています。 

一方、育児休業を取得していない理由は、母親では「子育てや家事に専念するため退職

した」が 28.6％で前回調査同様最も高くなっていますが、10.6ポイント減少しています。

それ以外では、前回調査において 11.4％であった「職場に育児休業の制度がなかった（就

業規則に定めがなかった）」が 17.9％に増加しています。父親では「仕事が忙しかった」

（36.0％）が最も高く、次いで「職場に育児休業を取りにくい雰囲気があった」（35.8％）

となっています。 

以上の結果から、子育て世帯への社会全体の意識の変化にともない、母親父親ともに育

児休業取得率が前回調査時よりも高くなっています。 

一方で、希望の育児休業期間を取得できるような職場の環境づくりなど、安心して出産、

子育てができるよう、経済的な支援を含めた更なる取得の支援を推進する必要があります。 

 

 

本市における子育ての環境や支援に対する満足度「満足している」＋「やや満足してい

る」＋「ふつう」）は、就学前児童保護者で 65.0％、小中学生保護者で 63.7％、ひとり親

で 48.7％となっています。 

本市の子育て支援策に期待することについてみると、就学前児童保護者では「園や学校

教育環境の充実」（59.0％）、「犯罪や交通事故から子どもを守る取り組みの充実」（57.6％）、

小学生保護者では「子どもの医療機関の充実」（49.6％）、「犯罪や交通事故から子どもを

守る取り組みの充実」（49.1％）、ひとり親では「ひとり親家庭に対する支援の充実」

（48.7％）となっています。 

また、「放課後等の子どもの居場所の充実」では就学前児童保護者で 54.9％、「児童虐

待やいじめ等の対策の充実」では小学生保護者で 45.3％となっており、関心が高くなっ

ています。 

以上の結果から、今後更に満足度を高め、子育てを楽しいと感じてもらうためには、多

様化する子育て世帯のニーズに即した事業の見直し、改善が必要となります。 

 

 

  

母親父親ともに育児休業取得率が前回調査時よりも高くなっている 

多様化する子育て世帯のニーズに即した事業の見直し、改善が必要 
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世帯収入の設問の選択肢における中間値を置換し、世帯人数の平方根で除した「等価世

帯収入」を算出し、有効回答者全体の中央値の半分である 133 万円未満の世帯を「所得

層Ⅰ」としました。該当世帯割合をみると、就学前児童保護者で 4.9％、小学生保護者で

6.6％、ひとり親で 38.9％となっています 

以上の結果から、生活に困難さを抱える「所得層Ⅰ」世帯の正確な把握とともに、貧困

状況にある子育て世帯やひとり親家庭等への経済的支援や公的制度の利用促進、ヤング

ケアラーへの支援、こども食堂などの支援団体や民生委員等へ橋渡しができる地域ネッ

トワークの構築強化と環境整備を推進する必要があります。 

 

 

小中学生の将来の夢についてみると、「ある」は 67.4％、「ない」は 31.8％となってお

り、夢がない理由については、「何も思いうかばないから」（59.1％）が最も高く、次いで

「わからない」（20.2％）となっています。 

いやなことや悩んでいる時に誰かに相談するかについてみると、「親」（62.5％）が最も

高く、次いで「学校の友だち」（56.2％）「担任の先生やほかのクラスの先生」（33.0％）

「きょうだい」（25.5％）となっています。一方、「だれにも相談できない」が 3.7％、「だ

れにも相談したくない」が 7.5％となっています。【小中学生 問 11】 

大人になったとき、どのようになっているかについては、「仲間と仲良く暮らしている」

（そう思う：68.5％）が最も高くなっています。一方で、「結婚している」、「子どもを育

てている」ではそう思うと回答した割合は各３割となっています。 

小中学生の置かれている状況は一様ではないことから一般化はできませんが、大人に

頼ることができないこどもたちが含まれている可能性があります。 

また、将来について考えることができていないこどもが一定数いることから、キャリア

教育を始めとした将来について考え、話をする機会を設けることが求められています。 

 

 

若者が社会生活や日常生活を円滑に送れない状態となったときの家族や知り合い以外

の相談先、相談相手についてみると「相手が同じ悩みを持っている、持っていたことがあ

る」（52.4％）が最も高く、次いで「相手が同世代である」（37.9％）、「無料で相談できる」

（26.2％）となっています。一方、「誰にも相談したくない」は 6.8％となっています。 

以上の結果から、家族や知り合い以外の相談先として、同世代であったり、無料で相談

できるところを希望していること、同じ悩みを抱えている/いたことで、相談しやすくな

ることが分かりました。 

今後、気軽に相談できる場所の周知や体制づくりなど、様々なニーズに即した支援施策

について検討する必要があります。  

生活に困難さを抱える世帯への支援が必要 

こどもは将来の夢を持ちながら、嫌なことや悩みも抱えている 

若者が気軽に相談できる場所の周知や体制づくりが必要 
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ひとり親家庭の現在の暮らしの状況についてみると、「大変苦しい」（42.5%）、「やや苦

しい」（33.6％）、に次いで「普通」（23.0％）となっています。 

祖父母等の親族に子どもをみてもらえると回答された方の状況をみると、「親の立場と

して、負担をかけていることが心苦しい」（37.5％）が最も高く、次いで「祖父母等の親

族の身体的・精神的な負担や時間的制約を心配することなく、安心して子どもをみても

らえる」（34.1％）、「祖父母等の親族の身体的負担が大きく心配である」（24.0％）となっ

ています。 

以上の結果から、日々の暮らしに困難さや負担を感じているひとり親家庭が多く、ひと

り親家庭への自立支援の必要性が高まっていることが分かります。 

 

 

 

 

若者（15歳～39歳）の中津川市への愛着をみると、中津川市は「まあ好き」（45.6％）

が最も高く、次いで「好き」（31.1％）、「あまり好きではない」（11.7％）となっています。 

中津川市に住み続けたいかでは、「できれば住み続けたい」（47.6％）が最も高い一方、

次いで「できれば離れたい」（18.4％）、「わからない」（18.4％）となっています。 

また、若者の 20年後のすがた「結婚しているか」についてみると、「そう思う」（40.8％）、

「どちらかと言えばそう思う」（24.3％）に次いで、「どちらかといえばそう思わない」

（18.4％）、「そう思わない」（15.5％）となっています。 

以上の結果から、若者の中津川市への愛着は高い一方、中津川市から離れたい、住み続

けるか分からない若者が４割近くおり、また結婚を望まない若者も多いことから、中津

川市の魅力を高め、定住促進や結婚を望む人への支援など施策の推進が必要です。 

 

  

ひとり親家庭が生活に困難さや負担を感じている 

中津川市への愛着は高いが、定住するか分からない、結婚を望まない、という 

若者も多い 
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４ 第二期中津川市子ども・子育て支援事業計画の評価 

第二期計画（令和２年度～令和６年度）の重点事業に設定した指標と目標値については、

以下のとおりです。 

■ 重点事業における指標及び結果（達成度） 

NO 事業名 指標 結果（達成度） 

１ 

子育て支援情報 

ネットワーク事業 

（子育て情報の提供） 

子育てポータルサイト 

なかつっこアクセス数 

一部達成 

R６年度目標値：5,170 

R５年度実績値：3,114 

２ 利用者支援事業 相談件数 

目標達成 

R６年度目標値：500 件 

R５年度実績値：1,408 件 

３ ひとり親家庭の相談支援 
ひとり親世帯に対する 

相談件数（延べ人数） 

目標達成 

R６年度目標値：600 件 

R５年度実績値：683 件 

４ 乳幼児医療費助成事業 

義務教育終了までの子どもの

医療費の自己負担分の助成を

実施 

目標達成 

R６年度目標値：実施 

R５年度実績値：実施 

５ 乳幼児健康相談事業 
２歳児歯科健診・ 

相談受診率 

ほぼ達成 

R６年度目標値：100.0％ 

R５年度実績値：99.0％ 

６ 
要保護児童・ＤＶ防止対策 

地域協議会活動の実施 

会議・ケース会議の 

実施回数 

目標達成 

R６年度目標：実施 

R５年度実績：実施 

協議会 代表者会議 １回 

実務者会議 ４回 

７ 
子育て世代包括支援 

センター 
設置 

目標達成 

R６年度目標：設置 

R５年度実績：設置 

８ 教育・保育の充実 
年度末 

待機児童数 

目標達成 

R６年度目標値：０人 

R５年度実績値：０人 

９ 病児・病後児保育の実施 登録数 

目標達成 

R６年度目標値：300 人 

R５年度実績値：450 人 

10 
学校規模等適正化基本 

計画の推進 
計画の推進 

目標達成 

R６年度目標：継続 

R５年度実績：継続 

11 命の教育の充実 実施 

目標達成 

R６年度目標：継続 

R５年度実績：継続 
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NO 事業名 指標 結果（達成度） 

12 絆プランの推進 

週に４日以上読み聞かせを 

してもらう３～５歳児の 

割合 

ほぼ達成 

R６年度目標値：90.0％ 

R５年度実績値：82.3％ 

「本を読むことが好き」と 

回答した児童生徒数の割合 

小ほぼ達成 中目標達成 

R６年度目標値： 

小学生 90.0％ 中学生 75.0％ 

R５年度実績値： 

小学生 88.0％ 中学生 79.0％ 

13 幼児教育推進事業 年間交流回数 

目標達成 

R６年度目標値 

職員３回 園児・児童 ３回 

R５年度実績値 

職員 ３回 園児・児童 ３回 

14 
障がいを持つ子への 

支援の充実 

発達支援クラスのある 

保育園数 

目標達成 

R６年度目標値：３か所 

R５年度実績値：３か所 

15 
放課後デイサービス 

の充実 
利用人数 

目標達成 

R６年度目標値：35 人/日 

R５年度実績値：37 人/日 

16 発達相談の充実 相談件数（延べ人数） 

一部達成 

R６年度目標値：2,000 人 

R５年度実績値：1,079 人 

17 
学力アッププログラムの 

推進 

早寝早起き朝ごはん 

家庭での実施率 

目標達成 

R６年度目標 

幼保 85.0％ 小学校 85.0％ 

中学校 80.0％ 

R５年度実績 

幼保 93.6％ 小学校 90.5％ 

中学校 85.7％ 

18 絵本で子育て事業 
子ども１人に対する実施 

回数 

目標達成 

R６年度目標：実施 

R５年度実績：実施 

19 
児童館・児童センター 

における世代間交流 
交流行事回数 

目標達成 

R６年度目標：実施 

R５年度実績：実施 

20 放課後児童健全育成事業 待機児童数 

目標達成 

R６年度目標値：0 人 

R５年度実績値：0 人 

21 
放課後子ども 

総合プランの推進 
一体型か所数 

一部達成 

R６年度目標：１か所 

R５年度実績：１か所 

22 

スマートフォン・ 

携帯電話・パソコンなどの 

情報モラルの啓発 

保護者への啓発と児童生徒 

への講話の実施 

目標達成 

R６年度目標値：100.0％ 

R５年度実績値：100.0％ 

23 

子どもの安全を守る 

パトロール隊 

(地域安全ボランティア 

団体)の推進 

登録団体数 

目標達成 

R６年度目標値：一般 75 団体 

R５年度実績値：一般 89 団体 

24 企業の意識向上の推進 
岐阜県ワーク・ライフ・ 

バランス推進企業登録数 

ほぼ達成 

R６年度目標値：140 社 

R５年度実績値：106 社 
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第３章 計画の基本的な考え方 

１ 基本理念 

すべてのこども・若者が健やかに成長・自立し、それぞれの場所で活躍することができる

よう、また、こども・若者・子育て家庭を地域・社会全体で支えていくため、本市の基本理

念を次のとおり掲げます。 

 

 

 

 

 

 

こどもたちが安心して成長し、楽しさや幸せを感じることができる環境をつくります。 

教育や地域活動を通じ、こども・若者と一緒に保護者や地域社会が成長するとともに、 

すべてのこども・若者が、心から未来に対して笑顔で希望や期待を持てるよう、また「住

み続けたい」と思えるよう、市全体が持続的に発展し、ワクワクする未来へ進み続ける中

津川市を推進します。 

 

上記の基本理念のもと、次の４つの基本目標を定めます 

〇すべてのライフステージに、切れ目ないサポートとワクワクを！ 

〇どんな困難も乗り越え、未来への道をひらく支えを！ 

〇子育てをする人に、笑顔とゆとりと喜びを！ 

〇まち全体で力を合わせ、こどもを育む環境づくりを！ 

 

  

こどもたちの笑顔を育み 

ワクワクする未来へ進みつづけるなかつがわ 
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２ 施策の体系 

基本目標 基本施策 

１ すべてのライフステージ 

に、切れ目ないサポート 

とワクワクを！ 

（１）こどもの誕生前から幼児期まで 

（妊娠・出産～小学校入学前まで） 

（２）学童期・思春期（小学生・中学生・高校生） 

（３）青年期（高校卒業後） 

（４）複数のライフステージに掛かるもの 

２ どんな困難も乗り越え、 

未来への道をひらく 

支えを！ 

（１）配慮が必要なこどもへの支援 

（２）一体的な相談支援体制の推進 

（３）こどもの貧困対策の推進 

３ 子育てをする人に、 

笑顔とゆとりと喜びを！ 

（１）子育てや教育に関する経済的負担の軽減 

（２）安心してこどもを預けられる環境整備の推進 

（３）ひとり親家庭の自立支援の推進 

４ まち全体で力を合わせ、 

こどもを育む環境 

づくりを！ 

（１）仕事と子育ての両立支援 

（２）安全・安心なまちづくり 

（３）地域社会でこども・若者を支えていく仕組みづくり 
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３ 計画の指標 

基本目標（４つの柱） こども計画アンケート項目 R５年度 現状 R10年度 目標値 

１．すべてのライフステージ

に、切れ目のない 

サポートとワクワクを！ 

子育てが楽しいと感じる

保護者の割合 

就学前児童保護者 

楽しい：31.2％ 

（ふつう：56.8％） 

小学生保護者 

楽しい：22.0％ 

（ふつう：60.3％） 

就学前児童保護者 

楽しい：80.0％ 

小学生保護者 

楽しい：70.0％ 

2．どんな困難も乗り越え、 

未来への道をひらく 

支えを！ 

今の自分が好きと言える

こどもの割合 

好 き：41.6％ 

（ふつう：36.1％） 
好き：70.0％ 

今の生活に満足している

こどもの割合 

満足：62.0％ 

（ふつう：19.4％） 
満足：70.0％ 

３．子育てをする人に、 

笑顔とゆとりと喜びを！ 

中津川市における子育て

の環境や支援に対する 

満足度 

就学前児童保護者 

満足：20.7％ 

（ふつう：44.3％） 

小学生保護者 

満足：19.3％ 

（ふつう：44.4％） 

満足：70.0％ 

４．まち全体で力を合わせ、 

こどもを育む 

環境づくりを！ 

母親の就労状況 

（就学前児童の母親の 

就労率） 

就学前児童の母親 

80.1％ 

就学前児童の母親 

85.0％ 

 


